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委員長の挨拶

東に高安山を拝し緑豊かな山麓に広がる高安地区。古き歴史文
化と風光明媚な自然環境は高安地区の誇りです。この自然に恵ま
れた我々の生活は豊かさでもあり、世界的な気候の変動や環境破
壊とも相まって災害に直面した生活である側面も強まりつつあり
ます。

風水害に目を当てれば平成29年の九州北部豪雨、翌30年の西日
本豪雨、令和元年の佐賀豪雨、台風19号による全国的な河川の氾
濫、令和2年7月豪雨と毎年のように風水害に襲われる日本列島。
高安地区とて例外ではありません。いや危険度が高い地域といっ
ても過言ではありません。さらに阪神淡路大震災、東日本大震災、
熊本地震を教訓に何時襲ってきても不思議ではない南海トラフ地
震や活断層地震にも我々は備えなければなりません。

高齢社会の進度と災害の危険度の高まりに防災対応が付いてい
けていないのが現状です。遅れは取り戻さねばなりません。

そのような現状に地域防災への多角的な取り組みを行うべく高
安中学校区まちづくり協議会自主防災委員会は活動しております。

高安の防災基本理念、第一の目的は「住民の命と生活を守る」
ことです。コンセプトに高安に根差した災害に強いまちづくり、
災害弱者（要配慮者＝高齢者、病人、障害者、子供、妊婦、外国
人、外来者）に手厚い高安の防災、自助力の高い高安を掲げてお
ります。分散避難の奨励も含め日常の生活から防災意識の啓蒙
（学び）と避難所の開設・運営など災害時の対応力も含め、多角
的に住民が一体となり地域全体で高めていくことを念頭に活動を
してまいります。また自然環境破壊、個人情報の問題、縦割り行
政問題など社会的な課題に対しても慣例にとらわれず対処するこ
とで基本理念に基づき、新たな地域防災の日本のモデルとなるべ
く継続的に活動していく所存でございます。

全ては地域の皆様のご理解とご支援があっての賜物です。今後
のご協力ご支援をお願いしご挨拶とさせていただきます。

高安小中学区まちづくり協議会
自主防災委員会

委員長



第６章 高安地区防災計画と自主防災委員会

（防災委員会の設置）
第23条 地区防災計画を率先して策定、推進するために「自主防災委員会」（以下「防災委員会」という。）を
設置する。
（防災委員会の組織）
第24条 防災委員会は、委員の任期を最低３年間とし、本会の役員及び各地区より選出された防災担当をもって
構成する。
２ 防災委員会に次の役員を置く。
⑴ 委員長 １名
⑵ 副委員長 複数名
⑶ 監事 複数名

３ 委員長は、防災委員会の進捗状況を本会役員会に報告しなければならない。
（地区防災計画）
第25条 安全・安心で住みよいまちをめざして、地区防災計画を策定し、八尾市に提案するものとする。
２ 防災委員会にて策定した地区防災計画は、総会の承認を得なければならない。
３ 災害発生時等、総会の承認を得るいとまがないときは、前項の限りではない。
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自主防災委員会 組織図

高安小中学校区まちづくり協議会規約（抜粋）

副委員長

委員長

監 事監 事

副委員長

・各地区より防災委員２～３名を選出
・緊急時の連絡体制を確認した
・緊急連絡網については、委員のみ配布

令和４年度
30 名

＜自主防災委員会組織図＞
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高安小中学校区の概要

高安地区は八尾市の北東部に位置し、校区の北側は東大阪市に
隣接し、東側は生駒山系の山々が連なり大阪府と奈良県との境を
なしています。西側は大阪の南北をつなぐ主要幹線道路である大
阪環状線が通っています。

高安地区には多くの古墳群があり、現在も昔ながらの町並みが
色濃く残っており、自然環境に恵まれた歴史ある地域です。その
反面、山麓に位置している高安地区には土砂災害が発生する可能
性のある危険箇所が多数存在し、古くからのため池も多くあるた
め、大雨や地震が発生した際には、警戒が必要となります。
また、一般国道（旧）170号に沿って生駒断層が南北方向に通っ
ていることから、生駒断層帯地震が発生した場合には大きな被害
が発生することが予測されるため、日ごろから災害に対して準備
が必要です。



■ 高安に根差した災害に強い
まちづくりを目指す。

■ 災害弱者（要配慮者）に手厚い
高安の防災を目指す。

■ 自助力の高い高安の防災を目指す。
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高安小中学校区の防災目標

高安小中学校区の地域住民の命と生活
を守るため、災害発生時に「やるべき
こと（コンセプト）」方針として定め
た。
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地区防災計画の対象

対象となる
ハザードと
その基準

地震 震度5強以上

風水害
台風または大雨等による避難情報発令のおそれがあ
る場合

計画の局面

事前の備え

平時から災害発生のおそれまで
(ブロック塀などの危険個所確認、ため池保全、
里山保全、防災訓練、家庭での防災、防火啓発等）
日常の生活から、防災につなげていきましょう！

地震
地震発生直後 → 指定避難所の開設
→ 避難所生活 → 復興・復旧

風水害
台風接近約2日前または大雨警報等の発表おそれ
→ 指定避難所の開設→ 避難所生活 → 復興・復旧

計画の目的

①平時においても災害に備え、自助力を高める。
②高安小中学校区における地震・風水害の被害想定を

周知する。
③災害発生のおそれまたは、災害の発生から指定避難所へ

避難し、指定避難所の開設、避難所生活（運営）、
復興・復旧までの流れを把握する。

④地区ごとの防災に関する取り組みと避難の体制を
把握する。

高安小中学校区の地区防災計画で想定するハザード
は「地震」と「風水害」です。
「地震」では、南海トラフ巨大地震の海溝型地震や

生駒断層帯地震等の直下型地震に対して、起こり得る
被害の想定と、地震発生直後から復興・復旧までの住
民と行政の対応計画について示しています。
「風水害」では、日常の環境保護を含め、土砂災害

やため池・用水路による内水氾濫に対して、起こり得
る被害の想定と、氾濫発生を見据えた避難から復興・
復旧までの対応計画について示しています。
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地震対策
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風水害・土砂対策

八尾市危機管理課

八尾市危機管理課 072-924-9870
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警
戒
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ベ
ル

避難情報防災気象情報

避難に関する情報

自主避難など
注意の呼びかけ

高齢者等避難

避難指示

緊急安全確保5

4

3

2

1 早期注意情報
（警報級の可能性）

大雨注意報

大雨警報
（土砂災害）

土砂災害
警戒情報

大雨特別警報

気象庁発表 八尾市発表

高安小中学校区

時間
の

目安

２~３
日前

1日前

3~6
時間前

２
時間前

0
時間前

※八尾市が発令する「避難情報」が基準です。
※気象庁が出す警戒レベル相当情報と八尾市が出す避難情報とは、
必ずしも一致しません。



うごき

わたしが逃げる場所( )

わたしのタイムライン

配備体制会議
（警報のおそれ）

情報収集

地域
（自主防災委員）

わたし

情報収集
・ハザードマップの

再確認
・気象情報

情報収集
・ハザードマップの

再確認
・気象情報

連絡体制確認
・避難行動要支援者
の連絡先、避難先、
連絡担当者を確認

避難の検討
・立ち退き避難の開始
・避難所への避難準備

避難の開始
・土砂災害警戒区域の
外へ避難（特に避難に
時間がかかる方）

避難誘導
・避難行動要支援者
へ連絡し、避難がで
きたかを確認

全員の避難完了
土砂災害警戒区域の外へ！速やかに避難

命を守る行動を！
土砂災害警戒区域に滞在している場合は、
近くの丈夫な建物や、高いところに必ず避難

予想される
災害の規模により

災害対策本部
(災害対応)

災害警戒本部
(災害発生のおそれ)

警戒準備本部
(災害発生のおそれ)

警戒配備
(気象警報発表)

体制を決定

八尾市



高安小中学校区

それぞれの立場でどのような



わたしのタイムライン

動きになるか確認しましょう
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高安地区の避難の考え方

出典：内閣府



●地震発生時は、地区の集合場所に集合し、まわ

りの人の安否を確認し、必要なら避難する。

●風水害時は、高安地区では一時避難場所が土

砂災害（特別）警戒区域に入っているところがあり、
地区で集合せず、すぐに避難する。
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高安地区の避難の考え方

自宅が危険な場合の避難先は、小学校などの避難
所だけではありません。防災マップを確認した上で
安全な親戚・友人宅に避難する（分散避難）ことも
考え、限りあるスペースに、本当に避難所に行く必
要のある方を適切に受け入れられるようご協力くだ
さい。

高安地区は分散避難を推奨

地震と風水害の避難の違い

高安地区で行う避難所運営は、自主防災委員会が
主体となり本部を高安小中学校に設置して行います。

※（旧）中高安小学校も避難所の開設は行います。

避難所運営は高安小中学校を中心に
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無事ですタオル

あなたの安否を
情報発信！

（防災委員や班長等が）安否
確認情報を収集。

安否確認後、防犯のため
にかけているタオルを外す

情報を指定避難所に
持ち寄る

無事ですタオルで
あなたの無事を発信

無事ですタオルの
掲示を確認

在宅避難の際に、支援を受けるためにもあなたの状況を
周囲に発信するすべを持つのは最も重要な事です。

高安地区災害対策
本部に情報連携

掲示できないことで
もしもを発信！

家の中にいる人が無事であれば、家の玄関扉や庭木など
外から確認しやすい場所に「無事ですタオルを掲示」する。

「玄関に出すマークを決めておく」
・タオル ・ハンカチ ・手ぬぐい 等

高安地区全体の安否確認方法

https://2.bp.blogspot.com/-J4nCR10aHgM/V6BP6kUpVwI/AAAAAAAA83k/U9hzg2UCMj89q38_eLpmF-1hdVrGWbM5QCLcB/s800/figure_aruku.png
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高安独自の要配慮者に
手厚い安否確認方法

各地区で
・どの組織・団体が、把握しているか
・どの組織・団体が、どのように支援するか

➡詳細は各地区のページで

災害時要配慮者とは、「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、
災害から自らを守るために安全な場所に避難するなど災害時や
災害のおそれがあるときの一連の行動をとることに支援を要す
る人々」をいいます。

一般的には、高齢者、障がい者、外国人、妊産婦、乳幼児、
難病疾患者等です。

・一定の基準に当てはまる、災害に備えて避難に手助けを要す
る人（避難行動要支援者）の名簿「同意確認書兼わたしの避
難計画」（八尾市作成）について、地域と行政が情報共有を
しながら協力して、避難支援の体制づくりに取り組みました。

・高安地区独自の取組みとして、災害弱者に手厚い高安の防災
をめざし、災害時に支援の手が必要な人の取り残しを無くす
ために、高安地区では市が作成した同意者リストに載ってい
ない人に対しても、高安地区全域を対象に訪問等を行い、必
要な人には手上げの「登録申請書兼わたしの避難計画」を作
成に取り組みました。

・発災時は、要配慮者１人当たりに、３人体制でサポートを
行います。

これを活用して

災害時要配慮者とは

取り組み内容



・移動手段の確保
・独居高齢者が多い
・避難等での防災用具等が少ない
・要支援者リストに基づく支援や被害情報の連絡方法は検
討中
・町会加入者が年々減っている為連絡手段が難しくなって
いる

・自治会の自主防災組織を活用
・要支援者を自治会防災委員（自治会役員含む）民生児童
委員と共用し担当者が（10名～18名）が安否確認を行う
・各組で安否確認の連絡体制を取りグループで避難経路で
避難所に避難する事

・土砂災害特別警戒区域がある
・坂道が多い
・狭い道路が有る
・総池が地区の上に有る
・高齢者と同居家族が多い
・室屋が多数有る
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楽音寺 地区情報

地区の特徴

地区の支援体制

地区独自の課題

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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【一時避難場所】

【指定避難所】

避難経路

（万代駐車場、楽音寺会館と裏の公園）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・避難先(住宅避難以外で)を決めていない

・避難の備え 備蓄(避難グッズ等)がある

・坂道が多い
・山が近い
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

神立 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（神立会館）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・避難の備えの備品(避難グッズ等)は市からの提供物資のみ
で満足する量はない

〈水・非常食・ﾍﾙﾒｯﾄ・ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ・簡易ﾄｲﾚ・ﾍﾞｯﾄ他〉
・要支援者リスト(白・青色用紙)情報の調査表の作成と親

族・知人宅等への避難後の連絡体制の確立
・福祉車両の通れない道路が少しある

・自主防災組織の立上げに伴い、各組で安否確認等の連絡体
制を構築できるようにする

・要支援者リスト情報を自治会防災委員(区長を含む)、民生
児童委員とで共有し、発災時には地域担当が安否確認を行
うこととする

・自主防災委員会の役員が委員からの情報を集約し、高安自
主防災委員会に報告を入れることとする

・土石流危険地域が一部含まれている
・山手側にため池が多い
・道幅の狭い道路が多い
・障がいをお持ちの方、独居・高齢の予備軍が多い方である
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

大竹 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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【一時避難場所】

【指定避難所】

避難経路

（大竹会館、大竹公園）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・坂道が多く、道幅も狭く、車イス等での避難が困難で移
動手段の確保が難しい

・高齢者が多く、隣組等での協力体制が取れない
・隣組組織の協力体制がまだ確立されていない

・各組で班分けをし、班で声掛けする
・隣組で連絡を取り合い協力する体制を構築する為、防災

委員、隣組組長等による地区自主防災組織を作り、体制
づくりに現在検討中であります

・土砂災害特別区域がある
・道幅の狭い道路が多い
・ため池が多い
・高齢者との同居家族が多い

25

地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

水越 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（水越会館、水越公園）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

（高安小中学校）

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・要配慮者リストに基づく支援体制は整備済であるが現時点では
活動経験がないか未経験の担当者が多いため活動手順・方法の
習得と定着が必要である

・会館が土石流危険区域内のため、災害の種類によっては地区の
防災拠点や避難場所として使用できない

・各家庭の備蓄、八尾市等の公的機関の備蓄を補完する町会での
備蓄のあり方が決まっていない

・会館で保有している防災用資機材の内容や使い方が十分知られて
いない

・要配慮者リスト情報は民生児童委員、自主防災組織の防災専任
担当、避難誘導・要配慮者担当班で共有すると共に、要配慮者に
対し複数の担当者を割り当てている

・被害情報は防災組織図に従い状況に応じて区長から関係機関
に連絡する

・会館に軽食、飲料水(まち協事業)を備蓄している
・会館に防災活動用資機材(八尾市支給)を保管している

・東西に長く南北に短い地区で避難経路となる道路本数が限ら
れている

・東部山手側は会館も含め土石流危険地区内であり、また、道路が
狭いため地震災害時の家屋や塀の被害程度により避難や復旧活動
に支障が出るおそれがある

・改修工事済の溜池（千塚惣池）もあるが氾濫被害を発生させる
おそれのある溜池が隣接地区分も含め複数存在する

・戸数は比較的少ないが町会加入率は高い
・独居の高齢者が一定数おられる
・地区内に学校(指定避難所)、出張所(コミセン)、郵便局、消防

署等公共施設が多い
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

千塚 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。



28

【一時避難場所】

【指定避難所】

避難経路

（住居に隣接した農地、通行の少ない道路）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

土砂災害警戒区域内です。
土砂災害のおそれがある場合は使えません。

災害の種類によっては水漏れ・土手の亀裂の
有無や水位に注意します。

道路の狭い場所があります。
震災時の避難では家屋や塀の被害の程度に
注意します。

千塚会館

ため池

避難時
要注意箇所

© OpenStreetMap contributors



・坂道が多く、移動手段の確保が難しい
・道幅の狭い所がある

・わたしの避難計画を活用する
・隣組で連絡を取り協力する
・発災時の被災情報の報告は組長→区長→出張所

・土砂災害区域がある
・坂道が多い
・高齢者が多い
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

大窪 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（大窪会館、大窪公園）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・アンケートで高安以外に避難場所を聞くと、270世帯の内75
世帯が避難できると回答、人数で230人ぐらいで、山畑800の
内6割以上の人が避難所に来ると収容人数が足りない

・土砂災害の時の集合場所の安否確認は逃げ遅れの人が出る可能
性があり、高台の集合場所も少なく課題である。

・要支援者の家族で避難すると答えた方、留守の場合も要支援者
を避難させる方法を検討しておく

・避難経路が川の氾濫で避難出来ない状況も考えておく

・山畑区では16組あり4班に分け4人のリーダー15人の副リー
ダーを中心に各組3～4人の防災委員を設置、組ごとに3～5人
のグループで避難場所に集合安否確認後決められた避難経路で
避難所に避難する

・要支援者についてはアンケートを山畑全戸配布し避難状況・グ
ループごとの集合場所・避難経路・住居の危険度を再確認し要
配慮者・避難出来るのが不安な方の住民リストを作成、組ごと
に防災委員と組長で訪問できる体制を作っているが、コロナウ
イルスで緊急事態宣言のため落ち着くまで待機中

・山畑地区は服部川側・大窪側両方川に挟まれており、途中から
暗渠になって、その場所で詰まり過去に溢れ被害が発生してお
ります

・暗渠から上は川幅が狭く浅い所で水が溢れ通行不能になる
・川が急でカーブが多くてそこでも溢れる
・暗渠から下は両方本通で溢れた場合本通に水が流れこむため避

難経路は地区の中通の狭い道が避難経路になり、高安小中学校
へ行く場合本通を横断する経路となる為、場合により旧中高安
小学校へ避難することもあります
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

山畑 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（山畑会館および旧中高安小体育館、
高安小中学校）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・独居老人が多く隣組での活動に不安が有る

・三役及び組長･副組長で班分けをし、班で声掛けする
・隣組で連絡を取り合い、協力する体制を構築中です
・住民は初期避難として、中高安会館に避難し、状況に応

じて本部に避難を見極める

・土砂災害が起きにくい地区
・障がい者、高齢者、独居老人が多い

33

地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

中高安台 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（中高安台会館）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・道幅が狭く、福祉車両が通りにくい
・ため池の決壊、岩垣の崩れが心配される
・大雨が降ると決まった場所で水があふれる
・避難グッズがない

・各隣組の組長を中心に連絡を取り合う
・近所に隣組以外の要支援者がいる場合も支援する
・組長、防災委員から区長へ連絡
・地区で１６人の役員がいて班内に該当する支援者に手助

け出来る体制があり区長 副区長 防災委員 消防とも連絡
を、取りあり支援する

・大きいため池がある
・上地区は道幅が狭く、岩垣が多い
・用水路が多い
・高齢者、独居者が多い
・町の行事も含まれる
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

服部川 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（服部川公民館、旧中高安小学校）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・避難所までの距離と高齢者多数の為、車移動が主になる
が避難道が１本しかなくう回路が必要

・高齢者（独居が多い）が多く協力体制が取れない

・各班で、班長さんが声かけ(避難時の時は各班長さんに
連絡）

・市よりの要支援者リスト者は役員がフォロー(現在)

・土石流危険区域内
・坂道が多く、道幅が狭い
・車道のう回路がない(住宅地内からの避難道)
・町会の大半が高齢者
・独居の方が多い
・岩垣が多い
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

服部川上住宅 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。
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避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（ ）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors



・近鉄信貴山線の山側(東側)での土砂災害時に避難が困難
となる可能性かある

・地区会、民生委員を中心に支援に必要な住民のリスト
アップをし、対応する担当役員を決めている

・大雨、地震時の土砂災害/大雨時の浸水被害の危険性が
ある

・地区会を中心に、各隣組単位での交流・情報共有・サ
ポートが出来る体制がある

・地区会にて防災対応連絡体制（地区4役・防災委員、他
の地区役員・各隣組の組長）を作成している
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地区の特徴

地区の支援体制

地区の課題

郡川 地区情報

※地区情報は、避難方法を考えるうえでの判断材料になります。



40

避難経路

【一時避難場所】

【指定避難所】

（郡川会館、御旅所、コーナン駐車場）

（高安小中学校）

凡例

地震避難ルート

一時避難場所

指定避難所

風水害避難ルート

※あくまでも参考の経路です。

© OpenStreetMap contributors
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避難所の開設・運営の方針について

いのちと暮らしを守る視点を共有
し、 困難を乗り越えていこう。

～ いのちを守り、希望を見い出す拠点となるよう、次のような避難
所づくりを目指しましょう ～

★避難所は住民の自治による開設・運営を目指します。
〇避難所は、在宅避難者の支援も含め、地域コミュニティの場とな

ります。発災直後には、住民自治による迅速な取組が重要となる
ことから、避難所は原則として、住民の自主運営とします。自分
たちで運営していく場所として取り組みましょう。行政は情報統
括や必要なニーズに対する支援（物資調達など）を行います。

★避難所は被災者が暮らす場所だけでなく、地域の支援拠点としての
役割を担う場所となるよう在宅避難者にも配慮した拠点づくりに取
り組みます。
〇これまでの災害事例から、避難所生活の長期化は避けられないほ

どの大規模な災害が発生すると考えられています。避難所ではコ
ミュニティの単位を基本とする考え方で運営しますが、避難所生
活をしている人だけでなく、在宅避難をしている人に対しても、
等しく物資の供給、情報の共有などを行い、地域に住む全ての人
にとっての生活再建の拠点としての場所となるような拠点作りに
取り組みます。

★要配慮者にも優しい避難所づくり、男女共同参画の視点に配慮した
避難所づくりに取り組みます。
〇避難所で生活する誰もが配慮し合い、みんなの“いのち”を大切

に、関連死を予防します。要配慮者優先の意識を共有し、避難所
内のレイアウトやトイレの使用を考え、避難所運営を行います。
運営委員会に女性も参加することなど、男女共同参画の視点に配
慮した避難所運営を行います。

避難所開設・運営の基本方針



★ ３日間は地域で助け合う！行政は体制が整い次第、支援に！
○これまでの災害事例から、大規模災害の発生直後における、救出・

救護や避難所開設・運営は、住民自治による迅速な取組が重要と
なります。行政は、職員の被災、行政機能の低下や人命救助等の
応急措置の実施などにより、３日間は地域に入ることが難しい
状況もありますが、体制が整い次第、支援に入ります。

★ 『３・３・３の原則』
○災害発生から避難生活期に至るまでの時間経過と対応の目安を
「３・３・３の原則」として、示しています。

災害時要配慮者とは
○避難所生活において配慮や支援が必要な高齢者、障がいのある方、

外国人、妊産婦、乳幼児など を指します。

※ 災害時には、誰もが要配慮者になる可能性があります。

【補足】
・発災していないときは、計画上の全ての行動を行う必要はありません。

臨機応変に対応しましょう。
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避難所の開設・運営の方針について

～3 分 30 分 3 時間 3 日間 3 週間～

自身・家族の
身の安全を

確保

救助体制 の確保、
「地域の集合

場所」に集まる！
安否確認、救出・

救護
※風水害時は集合
せず、土砂災害警
戒区域からいち早

く離れる。

安全を確保した
上で、助けを

必要とする人の
発見・救出

町会全員の
安否確認と安全な

避難を行う
避難所運営委員会
の立ち上げ及び
ルールの設定

（地震の場合）
避難生活の安定へ
（避難所統廃合の

検討など）
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高安小中学校区災害対策本部

避難所運営体制

〇旧中高安小学校がサテライト（高安小中学校の支部）として開設
される場合、副代表がサテライトの班長を兼ねる。

〇各班は旧中高安小学校がサテライトとして開設された場合に備え、
あらかじめ各班から旧中高安小学校の運営者を選出しておく。

〇旧中高安小学校がサテライトとして開設された場合は、高安小中
学校区災害対策本部（高安小中学校）と連携する。

※旧中高安小学校はサテライトとして開設されない場合でも、八尾
市として避難所の開設は行います。



風水害 市からの連絡により開設

地 震 震度５強以上で自動開設
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高安小中学校指定避難所運営

鍵の担当者

避難所

到着

• 自分や家族の安全確保し避難所へ

• 校門の解錠

避難所

安全確認

• 敷地内の安全確認

• 建物の安全確認

開設

• 体育館を解錠する

• レイアウトづくり、受付の設置

避難者

受け入れ

• 受付をして避難者を体育館に入れる

• 体調チェック

開設の手順 防災委員の動き

※開設後の対応については、災害の規模や被害の状況、
避難者の数などから、臨機応変に対応すること。

※開設後の対応については、災害の規模や被害の状況、
避難者の数などから、臨機応変に対応すること。
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高安小中学校区避難所運営

①高安小中学校（指定避難所・全体配置図）
※旧北高安小学校と旧高安中学校の体育館を含む
※レイアウトは災害の状況・規模により
変わる場合があります。
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高安小中学校区避難所運営

①高安小中学校（指定避難所・校舎等）
※旧北高安小学校と旧高安中学校の体育館を含む
※具体的な教室利用方法については、災害時に避難所運営委員会にて
適宜決めていきます。
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高安小中学校区避難所運営

①高安小中学校（指定避難所・体育館）
※レイアウトは災害の状況・規模により変わる場合があります
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高安小中学校区避難所運営

②旧中高安小学校（指定避難所・全体配置図）
※レイアウトは災害の状況・規模により変わる場合があります。
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高安小中学校区避難所運営

←備品
　倉庫

く
つ
箱

更
衣
室

舞台

女子

トイレ

男子

トイレ

玄関
多目的
トイレ

放
送

更
衣
室

シ
ャ
ワ
ー
室

シ
ャ
ワ
ー
室

倉
庫

倉
庫

管理運営

スペース

交流スペース

受付

体
調
不
良
者
用
出
入
口

１ｍ １ｍ

２ｍ

１ｍ １ｍ

２ｍ

通
路

通
路

１ｍ

１ｍ

入口出口

１ｍ １ｍ

２ｍ

１ｍ

１ｍ

体調不良者隔離

スペース①

体
調
不
良
者
隔
離
ス
ペ
ー
ス
②

体
調
不
良
者
隔
離
ス
ペ
ー
ス
③

多目的パーテーション

スペース(救護・その他)

ダンボール間仕切

り・ベッド用スペース

として確保（体調不

良者増のとき）

出入口分離のため避難

者使わせない

②旧中高安小学校（指定避難所・体育館）
※レイアウトは災害の状況・規模により変わる場合があります。
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高安小中学校区避難所運営

③教育センター（臨時避難所・全体配置図）
※教育センターは指定避難所ではなく、「臨時避難所」となりますので、
指定避難所と同じタイミングでは開設しません。災害時は、必ず指定避難
所に避難するようにしてください。
※大規模災害時、避難が長期化する際、指定避難所での生活が困難となる
要配慮者のために、下記の赤色線で囲った５部屋を適宜使用します。
※レイアウトは災害の状況・規模により変わる場合があります。

高
安
小
中
学
校

旧
北
高
安
小
学
校
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防災情報

防災行政無線無料テレホンサービス

■川の防災情報

■気象庁ホームページ

大和川の水位情報や河川カメラで川
の状況を確認できます。

気象に関する情報
や、雨雲の動きを
確認することがで
きます。

おおさか防災ネット http://www.osaka-bousai.net

■大阪府河川防災情報

■土砂災害の防災情報

府内の河川情報や河川カメラでの川の状
況や水位を確認できます。

府内の土砂災害危
険度情報や雨量の
確認ができます。

防災行政無線放送の内容を電話で確認できます！

ん？放送内容が
わからないわ…

市からの重要な情報を伝える屋外
スピーカーは、状況により放送内
容が聞こえにくい場合があります。
八尾市では、放送内容をフリーダ
イヤルで確認できるサービスがあ
りますので、ご利用ください。
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緊急時のテレホンガイド

（代表）072-991-3881

（代表）072-992-0119

（代表）072-992-1234

（代表）072-923-6311

車を運転中の場合は、安全な場所に

停車してから電話をかけてください。

移動しながら通報すると通話が切れ

てしまうことがありますので、立ち止

まってから通報してください。

災害現場の場所（住所・目標物等）、

状況を詳しく伝えてください。

通報した後、再確認のため消防署か

ら電話をかけ直すことがありますので、

携帯電話の電源はしばらく切らないで

ください。

地域や電波状況によっては管轄の消

防署につながらないことがありますの

で、係員の指示にしたがってください。

携帯電話でかける
時の注意点



●高安のコンセプト（目標）に向け、継続的に見直し改訂を積み重ねる
必要がある。
●計画を継続的に見直し・改訂していくための各地区の防災委員の引き
継ぎが必要である。
●今後、風水害と地震の場合分け、災害関連死を防ぐ復旧・復興に関す
ること、地域としての学校での防災教育、災害時のゴミ問題やボラン
ティアなどについて検討する必要がある。
●作成した計画を検証するため、実際に行動し訓練することが必要であ
る。
●高安全住民への地区防災計画の周知が必要である。
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今後の課題

●指定避難所に高安全住民が避難できないため、今後も分散避難を推奨
する必要がある。
●避難所となる学校の先生と、顔合わせや協議により連携していく必要
がある。
●指定避難所以外の避難所の確保に向け、旧高安幼稚園や旧高安中学校
（教育センター）の使用の可能性の検討や大阪経済法科大学や高安西小
学校との連携が必要である。
●地域と施設連絡会（高齢者施設）などと連携していく必要がある。

避難所に関すること

地区防災計画に関すること

●共助の基礎となる日常の自治活動の活性化。
●担当が分かれる行政と地域との課題に対して八尾市全体での

共有。
●地域への防災に関する財政支援・予算執行のあり方

●要配慮者を支援するうえでの個人情報の課題。
●防災につながる環境保護の課題。
●災害時に支障となるおそれのある空き家や休耕地の課題。
●旧中高安小学校を含む各学校の跡地整備に関する課題。

防災活動でみえた課題



平時の活動

□土砂災害（特別）警戒区域の把握と防
災地図のジオラマづくり

□避難所備蓄品の物品と使用方法の確認

□各地域での避難訓練と体制づくり

□住宅周辺の河川清掃とあわせて
山間の谷川の状況確認と河川清掃

□安否確認につながる日頃からの隣近所
の連携

□イベントに「防災」のエッセンスを加
えて参加する
(イベント例)

・アウトドアイベント
・自然保護活動
・高安祭り
・歴史文化活動
・農業体験活動
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年間スケジュール

高安小中学校区 令和７年４月

日付 項目

月 日 顔合わせ、年度計画の決定

月 日 河川点検

月 日 防災訓練

月 日 訓練の結果検討

月 日 防災を意識したアウトドアイベント

月 日 要配慮者名簿の確認

月 日 地区防災計画の読み合わせ

月 日 次年度の地区防災計画の課題抽出


